
東広島市『市民ポータルサイト』の登録はお済ですか？
子育てを応援する情報や、お子様の出生日を登録することで、成長過程
に沿った育児情報をお知らせします。

使い方の詳細 新規登録

夜間や土日祝日に出生届を出された方は、母子健康手帳への出生届出済
証明や各種手続きがあるため、後日、早めに届出された市役所（支所・
出張所）の窓口に母子健康手帳をお持ちください。

R8.4.1改訂 東広島市



赤ちゃんが生まれたら必要な手続き

☑ 必要な手続き 手続きのしかた・手続きが必要な方 お持ちいただくもの お問い合わせ先

□出生届

〇生まれた日から１４日以内に届出をしてくだ
さい。
＊届出後数週間で住民登録をしている住所地
に個人番号通知書が送付されます。

・出生証明書
・母子健康手帳

市民課
(本館１階 ①)
Tel(082)420
-0915

□

出生連絡票
の届出
（低出生体重
児の届出）

○母子健康手帳別冊の「こんにちは赤ちゃん訪
問のご案内」に沿って、出生届から1週間経過後
（他自治体に届け出た人は２週間経過後）に「Ｗ
ｅｂ問診」を行ってください。
○体重が２，５００ｇ未満で生まれた赤ちゃんは
母子保健法で届出が必要とされています。必ず
「Ｗｅｂ問診」の手続きをしてください。

・Webで申請
詳しくはこちらから
ご覧ください。

こども家庭課
(本館２階 ⑬)
Tel(082)420
-0407

□児童手当

○添付書類が不足していても、出生日の翌日か
ら１５日以内に申請してください。
期限を過ぎると手当の支給開始月が遅れます。
○申請者（生計中心の保護者）の住所地での手
続きとなります。
＊児童と別居の場合はご相談ください。

○申請書は市ホームページからダウンロードで
きます。
〇郵送での提出も可能です。その場合、市役所
に申請書が到着した日が申請日となります。
○公務員の方は勤務先で手続きしてください。

・健康保険の資格情
報のわかるもの(支給
を受ける申請者のも
の)
・本人確認書類 (窓
口で手続きをする方
のもの)
・マイナンバー確認書
類
・口座番号確認書類
(支給を受ける申請

者の預金通帳など)

こども家庭課
(本館２階

⑪～⑭)
Tel(082)420
-0941

□
こども医療
費助成

○添付書類が不足していても、出生日から１４
日以内に申請してください。
期限を過ぎると支給開始日が出生日からで

はなく、申請日からとなります。
○子の住所地での手続きとなります。
○申請書は市ホームページからダウンロードで
きます。
〇郵送、オンラインでの提出も可能

です。その場合、市役所に申請書が

到着した日が申請日となります。

・健康保険の資格情
報のわかるもの(こど
ものもの)
・本人確認書類 (窓口
で手続きをする方の
もの)

□
ごみ指定袋
の交付申請

○申請日の属する月から満２歳に達する日の属
する月までの月数に、１００リットルを乗じた容
量分に相当するごみ指定袋を一括で交付します。
＊ごみ指定袋の交付組数は申請日の属する月
から起算しますので、できるだけ速やかな申請
をお願いします。

・母子健康手帳
・本人確認できるもの
・ごみ指定袋を持ち帰
るためのマイバッグ
等

廃棄物対策課
(本館１階 ⑫)
Tel(082)420
-0926

お近くの支所・出張所でも手続きできます。



☑必要な手続き 手続きのしかた・手続きが必要な方 お持ちいただくもの お問い合わせ先

□
出生児の
保険加入
手続き

〇国民健康保険加入世帯での出生でその
子が他の健康保険の適用を受けない場合
は、国民健康保険の加入手続きをしてくだ
さい。

・本人確認できるもの
・世帯主の個人番号が確
認できるもの
(マイナンバーカードな
ど)

国保年金課
(本館１階 ⑧)
Tel(082)420
-0933

□
出産育児
一時金

○国民健康保険の加入者で出産された次
に当てはまる方は手続きが必要です。
・出産時に直接支払制度を利用されなかっ
た方
・出産費用が一時金より安かった方

・資格確認書など
・本人確認できるもの
・直接支払に関する合意文
書
・世帯主の預金口座番号
のわかるもの
・出産費用の領収書または
明細書等

□国保税免除

〇国民健康保険の加入者の方が出産され
た場合、申請により産前産後期間相当分
（単胎の場合は出産月の前月から４か月間、
多胎の場合は出産月の３か月前から６か月
間）の国民健康保険税（所得割額・均等割
額）が免除されます。

・母子健康手帳
・本人確認できるもの
・世帯主の個人番号が確
認できるもの
(マイナンバーカードな
ど)

□
国民年金保
険料免除

〇国民年金加入者（第１号被保険者）の方が
出産された場合、申請により４か月間（多胎
の場合は６か月間）の保険料が免除されま
す。
＊この期間は、保険料納付済期間に算入

されます。

・母子健康手帳
・本人確認できるもの

以下の手続きは該当する方のみ必要です。

□本人確認できるもの（免許証、マイナンバーカードなど）

該当する場合は忘れずに手続きしましょう。



☑必要な手続き 手続きのしかた・手続きが必要な方 お持ちいただくもの お問い合わせ先

□
※児童扶養
手当・ひとり
親家庭等医
療費助成

〇申請前に必ずこども家庭課へお問い合わ
せください。
○申請者の住所地での手続きとなります。
○支給要件や所得制限等があります。
〇右記以外の書類の提出が必要な場合があ
ります。

・健康保険の資格情報の
わかるもの
(支給を受ける申請者及
びこどものもの)
・本人確認書類 (窓口で
手続きをする方のもの)
・口座番号確認書類
(支給を受ける申請者の

預金通帳など)
・年金手帳（年金番号がわ
かるもの）
・賃貸借契約書または固定
資産税の通知書の写しな
ど

こども家庭課
(本館２階

⑪～⑭)
Tel(082)420
-0941

□※障害年金

〇障害年金（1級、２級）を受給している方が、
お子さんの生計を維持することとなった場
合、障害年金の額が加算されます。
※１８歳到達年度の末日までにある子、また
は、障害等級１級、２級の障害の状態にある
２０歳未満の子が対象です。

・年金証書
・戸籍謄本および世帯全
員の住民票
（個人番号が確認できる場
合は省略可能）

国保年金課
(本館１階 ⑧)
Tel(082)420
-0933

□

※既に保育
所または幼稚
園などに入所
しているお子
様がいる方

〇世帯の変更について手続きしてください。

保育課
（本館２階 ⑨）
Tel(082)420
-093４

□
※井戸水・団
地専用水道
の使用

○井戸水・団地専用水道を使用されている、
公共下水道使用者が対象です。
〇世帯人数の増加を所定の様式で届出てく
ださい。
〇届出書は東広島市ホームページからもダ
ウンロードでき郵送での提出も可能です。
電子申請も可能です。

・使用者（届出者）の本人
確認できるもの

下水道管理課
（本館７階）
Tel(082)420
-0957

□本人確認できるもの（免許証、マイナンバーカードなど）

以下の手続きは該当する方のみ必要です。

（ただし、※印のついているものは出張所では手続きができません。）


